
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
会

を
開
催
し
ま
す

日
時
▼
8
月
27
日
㊍
・
28
㊎

場
所
▼
笠
間
市
消
防
本
部
3
階
多

目
的
ホ
ー
ル

受
付
期
間
▼
7
月
25
日
㊏
〜
8
月

9
日
㊐
ま
で

受
付
場
所
▼
消
防
本
部
予
防
課
・

笠
間
消
防
署
・
友
部
消
防
署
・
岩

間
消
防
署

テ
キ
ス
ト
代
▼
4
，
0
0
0
円

定
員
▼
1
0
0
名
（
定
員
に
な
り

次
第
締
切
り
）

消
防
本
部
予
防
課
（
直
通
）

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
0
8
7
4

生
ご
み
処
理
容
器
購
入
費
補
助

制
度
の
一
部
変
更
に
つ
い
て

　

生
ご
み
処
理
容
器
購
入
費
の
補

助
を
受
け
る
に
は
、
市
内
の
販
売

業
者
か
ら
の
購
入
が
必
要
で
し
た

が
、
本
年
度
か
ら
は
、
市
外
の
販

売
業
者
か
ら
購
入
し
た
場
合
で
も

補
助
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
補
助
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

■
コ
ン
ポ
ス
ト
（
1
世
帯
当
た
り

2
基
以
内
）
…
購
入
価
格
の
2

分
の
1
、
た
だ
し
3
，
0
0
0

円
を
限
度

■
電
動
式
生
ご
み
処
理
機
（
1

世
帯
当
た
り
1
基
）
…
購
入
価

格
の
2
分
の
1
、
た
だ
し
３
０
，

0
0
0
円
を
限
度

※
補
助
申
請
に
は
印
鑑
と
領
収
書

が
必
要
で
す
。

・

／

環
境
保
全
課
（
内
線
1
2
7
）

笠
間
支
所
生
活
課
（
内
線
７
２
１

２
３
）

岩
間
支
所
生
活
課
（
内
線
７
３
１

６
２
）

笠
間
市
重
度
障
害
者（
児
）住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
に
つ
い
て

　

在
宅
の
重
度
障
害
者（
児
）に
対

し
て
住
宅
設
備
の
整
備
を
す
る
た

め
に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
助
成

す
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
者
▼
市
内
に
住
所
を
有
す
る

次
に
掲
げ
る
①
ま
た
は
②
の
い

ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ

③
の
要
件
を
満
た
す
重
度
障
害
者

（
児
）
で
あ
っ
て
、
住
宅
整
備
の

改
善
を
行
う
必
要
が
あ
る
者

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持
者
で
、

そ
の
個
別
の
障
害
の
程
度
が
1

級
ま
た
は
2
級
の
下
肢
ま
た
は

体
幹
機
能
障
害
ま
た
は
乳
幼
児

期
以
前
の
非
進
行
性
の
脳
病
変

に
よ
る
運
動
機
能
障
害
（
移
動

機
能
障
害
に
限
る
）
者
（
児
）

②
療
育
手
帳
の
総
合
判
定
Ⓐ
の
知

的
障
害
者
（
児
）

③
住
宅
整
備
の
改
善
を
行
う
月
の

属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
税
課

税
所
得
金
額
（
各
種
所
得
控
除

後
の
額
）
が
当
該
月
の
特
別
障

害
者
手
当
の
所
得
制
限
の
限
度

額
を
超
え
な
い
者

助
成
対
象
工
事
／

①
住
宅
内
外
に
お
け
る
移
動
を
容

易
に
す
る
た
め
の
設
備
等
の
整
備

ま
た
は
工
事

②
階
段
、
廊
下
、
浴
室
、
便
所
、

洗
面
所
、
台
所
等
の
使
用
を
容

易
に
す
る
た
め
の
工
事

※
新
築
・
増
築
時
に
お
け
る
工
事

は
該
当
し
ま
せ
ん
。

助
成
額
▼
工
事
費
55
万
円
を
限
度

と
し
て
そ
の
4
分
の
3
を
助
成
し

ま
す
。

／
社
会
福
祉
課
（
内
線
1
5
5
）

笠
間
支
所
福
祉
課
（
内
線
７
２
１

６
３
）

岩
間
支
所
福
祉
課
（
内
線
７
３
１

７
２
）

全
国
消
費
実
態
調
査
が
始
ま
り
ま

す
〜
家
計
簿
の
記
入
の
お
願
い
〜

　

9
〜
11
月
ま
で
の
3
ヵ
月
に
わ

た
り
、
全
国
消
費
実
態
調
査
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

統
計
調
査
委
員
が
調
査
票
を

持
っ
て
、
7
〜
8
月
に
か
け
て
お

宅
に
伺
い
ま
す
。
調
査
員
が
伺
っ

た
際
に
は
、
ご
回
答
を
お
願
い
し

ま
す
。
調
査
さ
れ
た
事
柄
は
、
外

部
に
漏
え
い
し
な
い
よ
う
厳
重
に

管
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て

あ
り
の
ま
ま
を
お
答
え
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
地
域
▼
本
戸
地
区
の
一
部
、

下
郷
地
区
の
一
部

企
画
政
策
課
（
内
線
2
1
4
）

水
田
航
空
防
除
の
お
知
ら
せ

　

良
質
米
の
生
産
を
図
る
た
め
、

水
稲
の
病
害
虫
防
除
広
域
一
斉
散

布
を
行
い
ま
す
。

　

散
布
方
法
は
、
病
害
虫
の
効
率

的
な
駆
除
と
薬
剤
の
飛
散
を
極

力
抑
え
る
た
め
、
無
人
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
を
使
用
し
、
低
空
飛
行
で
行

い
ま
す
。
薬
剤
は
、
農
薬
安
全
使

用
基
準
で
定
め
ら
れ
た
も
の
を
使

用
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

実
施
地
区
▼
市
内
全
域
の
水
田

実
施
期
間
▼
岩
間
地
区
／
7
月
29

日
㊌
、
友
部
地
区
／
7
月
30
日
㊍
、

笠
間
地
区
／
8
月
4
日
㊋
〜
8
月

7
日
㊎

実
施
時
間
▼
午
前
5
時
〜
正
午

※
天
候
不
順
の
場
合
は
順
延
。

県
央
南
農
業
共
済
組
合

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
7
3
2
1

日
中
友
好
協
会
映
画
鑑
賞
会

を
開
催
し
ま
す

　

笠
間
市
日
中
友
好
協
会
・
茨
城

県
日
中
友
好
協
会
の
主
催
に
よ
る

映
画
鑑
賞
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

日
時
▼
7
月
26
日
㊐　

午
後
1
時

開
場
、
午
後
1
時
30
分
上
映

場
所
▼
笠
間
公
民
館
大
ホ
ー
ル

上
映
作
品
▼
「
故
郷
（
ふ
る
さ
と
）

の
香
り
」（
第
16
回
東
京
国
際
映

画
祭
東
京
グ
ラ
ン
プ
リ
等
受
賞
作

品
）

入
場
料
▼
1
，
0
0
0
円
（
当
日

券
あ
り
、
小
・
中
学
生
無
料
）

後
援
▼
笠
間
市
・
笠
間
市
教
育
委

員
会笠

間
市
日
中
友
好
協
会　

事
務

局
（
太
田
）

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
2
1
6
2

茨
城
県
警
察
官
採
用
試
験
実

施
の
ご
案
内

受
付
期
間
▼
7
月
1
日
㊌
〜
8
月

18
日
㊋

試
験
日
▼
1
次
試
験
／
9
月
20
日

㊐
、
2
次
試
験
／
10
月
24
日
㊏
、

25
日
㊐
の
う
ち
1
日
（
適
性
検

査
・
身
体
精
密
検
査
）・
10
月
26

日
㊊
〜
28
日
㊌
の
う
ち
1
日
（
口

述
試
験
）

採
用
予
定
▼
警
察
官
A
（
男
性
35

人
、
女
性
4
人
）、
警
察
官
B
（
男

性
40
人
、
女
性
5
人
）

受
験
資
格
▼
警
察
官
A
／
昭
和
55

年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

（
短
大
を
除
く
）
を
卒
業
し
た
方

も
し
く
は
平
成
22
年
3
月
31
日
ま

で
に
卒
業
見
込
み
の
方
ま
た
は
人

事
委
員
会
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め

る
方
、
警
察
官
B
／
昭
和
55
年
4

月
2
日
か
ら
平
成
4
年
4
月
1
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、
警
察
官

A
の
受
験
資
格
に
該
当
し
な
い
方

笠
間
警
察
署
警
務
係

℡
0
2
9
6
（
７
３
）
0
1
1
0

ま
た
は
、
お
近
く
の
交
番
・
地
区

交
番
・
駐
在
所
へ
。
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「
森
と
湖
に
親
し
む
旬
間
・
飯
田

ダ
ム
見
学
会
」を
開
催
し
ま
す

日
時
▼
7
月
26
日
㊐　

午
前
10
時

〜
午
後
3
時　

※
小
雨
決
行

場
所
▼
飯
田
ダ
ム（
笠
間
市
飯
田
）

内
容
▼
ダ
ム
監
査
廊
（
ダ
ム
堤
体

内
の
管
理
点
検
通
路
）
と
パ
ネ
ル

展
示
の
見
学

那
珂
水
系
ダ
ム
建
設
事
務
所

℡
0
2
9
（
２
８
８
）
２
９
６
０

飯
田
ダ
ム
管
理
所

℡
0
2
9
6
（
７
２
）
7
9
5
0

認
知
症
に
つ
い
て
の
標
語
を

募
集
し
ま
す

　
「
い
つ
ま
で
も
自
分
ら
し
く
あ

り
た
い
」
そ
の
願
い
を
か
な
え
る

に
は
、
地
域
の
見
守
り
と
支
え
が

必
要
で
す
。

　

市
で
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
、
地
域
で
支
え
る
き
っ

か
け
づ
く
り
と
す
る
た
め
に
標
語

を
募
集
し
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

内
容
▼
認
知
症
を
テ
ー
マ
に
し
た

標
語
（
認
知
症
の
予
防
や
認
知
症

の
方
へ
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
）

部
門
▼
一
般
の
部
・
中
学
生
の
部

応
募
期
間
▼
6
月
15
日
㊊
〜
8
月

31
日
㊊

応
募
方
法
▼
市
役
所
及
び
各
支
所

等
に
用
意
し
て
あ
る
応
募
用
紙
、

ま
た
は
官
製
は
が
き
に
作
品
と
氏

名
、
住
所
、
年
齢
、
性
別
、
電
話

番
号
を
記
入
の
上
、
応
募
箱
、
郵

送
、
ま
た
は
F
A
X
で
次
へ
。

岩
間
支
所
内
岩
間
地
区
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー（
内
線
7
3
1
7
4
）

℻  
0
2
9
9
（
４
５
）
2
9
8
0

第
49
回
水
戸
黄
門
ま
つ
り（
水
戸
市
）

期
日
▼
8
月
7
日
㊎
〜
9
日
㊐

内
容
▼
花
火
大
会
（
7
日
㊎
午
後

7
時
30
分
〜
千
波
湖
畔
）、
水
戸

黄
門
パ
レ
ー
ド
、
山
車
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
、
市
民
カ
ー
ニ
バ
ル
・

in
・
M
I
T
O
な
ど

水
戸
黄
門
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
水
戸
観
光
協
会
）

℡
0
2
9
（
2
2
4
）
0
4
4
1

夏
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
（
ひ
た

ち
な
か
市
）

阿
字
ヶ
浦
海
水
浴
場
の
利
用
▼
7

月
17
日
㊎
〜
8
月
24
日
㊊

平
磯
海
水
浴
場
の
利
用
▼
7
月
18

日
㊏
〜
8
月
23
日
㊐

阿
字
ヶ
浦
海
岸
花
火
大
会
▼
7
月

27
日
㊊
、
阿
字
ヶ
浦
海
岸
に
て

ロ
ッ
ク　

イ
ン　

ジ
ャ
パ
ン　

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　

2
0
0
9
▼

7
月
31
日
㊎
〜
8
月
2
日
㊐

那
珂
湊
海
上
花
火
大
会
▼
8
月
6

日
㊍ひ

た
ち
な
か
市
経
済
部
観
光
振

興
課

℡
0
2
9
（
2
7
3
）
0
1
1
1

第
31
回
東
海
ま
つ
り（
東
海
村
）

期
日
▼
8
月
8
日
㊏
（
雨
天
時
は

翌
日
に
順
延
）

場
所
▼
J
R
東
海
駅
東
大
通
り

内
容
▼
東
海
音
頭
、
山
車
、
大
人

み
こ
し
・
子
ど
も
み
こ
し
な
ど
の

パ
レ
ー
ド

花
火
大
会
▼
8
月
9
日
㊐
（
雨
天

時
は
延
期
）、
阿
漕
ヶ
浦
公
園
に

て
東
海
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局

℡
0
2
9
（
2
8
3
）
2
1
4
1

７月11～20日／福祉作文
「大原小２年来栖海於『私
のおじいちゃん』」
７月21～31日／笠間の民
話「新地の爪書き不動」
８月１～10日／支部支所
だよりから「あずま会研
修会から二題」

エコフロンテアかさま監視委員会活動報告
（5月27日）

【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）等】
　環境保全事業団より、施設の維持管理に係る資料の提出を求
め、その資料に基づき維持管理状況の説明を受けた。
①溶融処理施設の排ガス常時監視について、1月と 2月の日
平均値で塩化水素が自主管理基準値を超過した日があったが、
法定基準値は全ての項目で満足した。
　（自主管理基準値・法定基準値とも満たした項目=ばいじん、
窒素酸化物、硫黄酸化物、一酸化炭素）
②中央制御室での運転管理状況、及び展開ヤードでの廃棄物処
理状況について現場確認した。

【監視結果】
　溶融処理施設の排ガス（常時監視）について、塩化水素が平
均値で自主管理基準値を上回った日がある。自主管理基準値を
守ることはかねて指摘していることであるが、今回の状況を受
けて、改めて運転管理を徹底するよう指示した。

【次回の監視活動】
　施設モニタリング・排ガスの維持管理・浸出水の放流
　監視内容
　①最終処分場のモニタリングを実施していること。
　②溶融処理施設のモニタリングを実施していること。
　③モニタリング結果を住民に公表していること。
　④排ガスが自主維持管理基準値内にあること。
　⑤放流基準をクリアしていること。

7 月の納税

■固定資産税（２期）

■国民健康保険税（２
期）

納付期限
　　7月31日（金）
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